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本市における対応（案）

１.各級の構造

今回の国公の改定を受け、本市の行政職給料表を以下のとおり改定する。
〇 ６級及び７級…国公準拠
〇 ８級及び９級…役員に相当する職務であることを踏まえ、いずれの級も単一号給とする（独自構造）

級・職務 現 行 改定後 構造

６級・課長

国公と比較し、いずれも１号俸～８号

俸を廃止している

さらに９～16号給を廃止

国公準拠
７級・次長

大くくり化 ９号給制

昇給号給数は、国の取り扱いと同様に、最上位

評価２号給、上位評価１号給、標準評価昇給なし

８級・部長

２号給制

国公９級８号俸（486,700円）

国公９級12号俸（498,600円）

１号給制

国公９級１号俸（510,200円）

市独自

９級・理事

２号給制

国公９級18号俸（511,600円）

国公９級12号俸（523,500円）

１号給制

国公９級６号俸（533,400円）

【行政職給料表の改定案】
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本市における対応（案）

２.改定実施日（切り替え日）以後の給料格付けの取扱い

区 分 給料表の改定後に格付けられる号給

在級者

６級
現在１～８号給（改定により廃止される号給）に格付けされている職員⇒新１号給に格付け

現在９号給以上に格付けられている職員⇒現在の号給から８を減じた新号給に格付け

７級

現在１～14号給（改定により廃止される号給）に格付けられている職員⇒新１号給に格付け

現在15号給以上に格付けられている職員⇒現在受けている給料月額と同額又は直近上位の額に
係る新号給に格付け

８級及び９級（現在、全て
の者は１号給に格付け）

旧１号給⇒新１号給に格付け

昇格時（改定
実施日の昇
格を含む）

５級⇒６級
昇格前に受けていた給料月額に10,000円を加算した額と同額又は直近上位の額に係る新号給
に格付け

６級⇒７級 昇格前に受けていた給料月額と同額又は直近上位の額に係る新号給に格付け

７級⇒８級、８級⇒９級 昇格後の級の新１号給に格付け

３.給料の支給額の取り扱い

案①：本則給料月額を支給…すべての職員に対し、改定後の本則給料月額を支給

案②：各職務に応じて、令和８年４月１日以降は経過措置を講じて給料を支給
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【給料表改定イメージ】
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【給料表改定イメージ】


